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②
保
護
者
の
住
所
が
市
内
に
１
年
以

上
あ
り
③
市
内
に
住
所
が
あ
っ
て
返

済
能
力
が
あ
る
連
帯
保
証
人
２
人（
１

人
は
保
護
者
）を
確
保
で
き
る
こ
と

申
込　

４
月
１
日
㈪
か
ら
７
年
２
月

10
日
㈪
ま
で
に
必
要
書
類
を
同
課

（
教
育
庁
舎
３
階
）

※
書
類
に
よ
る
審
査
が
あ
り
ま
す
。

就
学
援
助
制
度

学
校
管
理
課
・
☎
⑳
２
２
２
１

　

経
済
的
な
理
由
で
就
学
困
難
な
児

童
・
生
徒
に
学
用
品
費
な
ど
の
一
部

を
援
助
し
ま
す
。

対
象　

市
内
在
住
の
公
立
小
・
中
学

校
に
通
学
す
る
児
童
・
生
徒
の
保
護

者
で
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
方

※
失
業
や
家
計
が
急
変
し
た
方
も
含

み
ま
す
。

内
容　

学
用
品
費
、
修
学
旅
行
費
、

学
校
給
食
費
な
ど
の
一
部
を
援
助

申
込　

申
請
書
を
児
童
・
生
徒
の
在

籍
す
る
各
学
校
へ
提
出

※
申
請
書
は

各
学
校
に
あ

り
ま
す
。

※
書
類
に
よ

る
審
査
が
あ

り
ま
す
。

※
学
生
以
外
の
方
に
も
、
免
除
制
度

や
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

●
詳
し
く
は
…

日
本
年
金
機
構
栃
木
年
金
事
務
所

☎
０
２
８
２
・
２
２
・
４
１
３
１

緊
急
在
学
奨
学
金

教
育
総
務
課
・
☎
⑳
２
２
１
６

　

家
計
の
急
変
に
よ
り
奨
学
金
の
貸

与
が
必
要
に
な
っ
た
学
生
の
た
め
の

奨
学
金
で
す
。

内
容　

左
表
の
と
お
り

応
募
資
格　

①
主
た
る
家
計
支
持
者

の
死
亡
、
疾
病
、
失
職
、
被
災
、
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、

家
計
に
著
し
い
影
響
を
受
け
て
い
て

区　　分 貸与月額 返還（無利子）
高等学校
高等専門学校
専修学校
（高等課程）

15,000円

卒業後１年据え
置き、貸与年数
の２倍の期間内
に返還

大　　学
短期大学
専修学校
（専門課程）

30,000円

卒業後１年据え
置き、貸与総額を
15,000円で割っ
た月数内に返還

※各種学校、大学院などは除く。

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度

保
険
年
金
課
・
☎
⑳
２
１
４
８

　

同
保
険
料
納
付
を
先
送
り
し
ま
す
。

対
象　

納
付
が
困
難
な
学
生
で
、
新

し
く
学
生
に
な
っ
た
方
、
前
年
度
申

請
し
な
か
っ
た
方
、
在
学
す
る
学
校

が
変
わ
っ
た
方
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
は
が
き
が
届
い
て
い
な
い
方

申
請
方
法　

必
要
書
類
を
同
課（
本

庁
舎
１
階
15
番
窓
口
）ま
た
は
各
公

民
館（
織
姫
・
助
戸
を
除
く
）

※
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し
て
の

電
子
申
請
も
可
能
で
す
。

持
ち
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
か
基
礎
年

金
番
号
を
確
認
で
き
る
書
類
、
学
生

証（
コ
ピ
ー
の
場
合
は
両
面
）ま
た
は

在
学
証
明
書
、
会
社
を
退
職
し
て
学

生
に
な
っ
た
場
合
は
雇
用
保
険
離
職

票
か
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

※
代
理
人
に
よ
る
申
請
時
は
、
運
転

免
許
証
な
ど
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
。

▼
前
年
度
承
認
さ
れ
、
引
き
続
き
同

じ
学
校
に
在
学
し
て
い
る
方
は
…
日

本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ
れ
た
は
が

き
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
投
函

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

税
務
課
・
☎
⑳
２
１
２
３

発
送
予
定
日　

４
月
11
日
㈭

課
税
対
象

▽
固
定
資
産
税
＝
１
月
１
日
現
在
で

　

所
有
す
る
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産

▽
都
市
計
画
税
＝
１
月
１
日
現
在
で

　

市
街
化
区
域
内
に
所
有
す
る
土
地
、

　

家
屋

税
率　

▽
固
定
資
産
税
＝
１
・
４
％

▽
都
市
計
画
税
＝
０
・
３
％

納
付
方
法　

納
付
書
に

記
載
さ
れ
た
金
融
機
関

な
ど
で
納
付

『協会けんぽ』の保険料率改定
全国健康保険協会栃木支部

☎０２８・６１６・１６９２
　『協会けんぽ栃木支部』の保険料率が
次のとおりとなります。
▷健康保険料率＝９．９６％→９．７９％
▷介護保険料率＝１．８２％→１．６０％
改定時期　４月納付分から
※詳しくは『協会けんぽ』ホームページでご確
認ください。



▽
大
学
な
ど
に
就
学
す
る
た
め
に
市

　

外
に
転
出
す
る
と
き
＝
届
出
人
の

　

身
分
証
明
書
、
在
学
証
明
書
、
世

　

帯
主
と
就
学
す
る
方
の
マ
イ
ナ
ン

　

バ
ー
を
確
認
で
き
る
も
の
、
国
民

　

健
康
保
険
証

※
転
出
届
と
同
時
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
学
生
用
保
険
証
の
交
付
を
受
け
て

　

い
た
方
が
卒
業
し
た
と
き
＝
届
出

　

人
の
身
分
証
明
書
、
世
帯
主
と
就

　

学
し
て
い
た
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　

を
確
認
で
き
る
も
の
、
国
民
健
康

　

保
険
証

※
就
職
し
て
社
会
保
険
な
ど
に
加
入

し
た
場
合
は
、
社
会
保
険
証
も
持
参
。

※
学
生
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
市
外

に
住
所
が
あ
る
ま
ま
で
社
会
保
険
な

ど
に
加
入
し
て
い
な
い
方
は
、
住
所

地
で
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
本

市
へ
脱
退
の
手
続
き
を
必
ず
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

Pick Up!

お
知
ら
せ

税

福 

　 

祉

募 

　 

集

子  

育  

て

健 

　 

康

働 

　 

く

講
座
・
教
室

イ
ベ
ン
ト

施 

　 

設

相 

　 

談
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お
忘
れ
な
く！

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き

保
険
年
金
課
・
☎
⑳
２
１
４
７

　

３
月
か
ら
４
月
は
、会
社
の
就
職
・

退
職
、
大
学
の
入
学
・
卒
業
な
ど
の

異
動
の
時
期
で
す
。
同
保
険
に
変
更

が
生
じ
た
方
は
必
ず
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
が
遅
く
な
る
と
、
医
療
費

な
ど
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

届
出
場
所

▽
市
民
課（
本
庁
舎
１
階
）

▽
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

▽
各
公
民
館（
織
姫
・
助
戸
を
除
く
）

持
ち
物

▽
加
入
す
る
と
き
＝
届
出
人
の
身
分

　

証
明
書
、
社
会
保
険
な
ど
の
離
脱

　

証
明
書
、
世
帯
主
と
加
入
す
る
方

　

全
員
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で

　

き
る
も
の
、
各
種
医
療
費
受
給
者

　

証（
受
給
者
の
み
）

▽
脱
退
す
る
と
き
＝
届
出
人
の
身
分

　

証
明
書
、
世
帯
主
と
脱
退
す
る
方

　

全
員
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で

　

き
る
も
の
、
全
員
分
の
加
入
し
た

　

社
会
保
険
な
ど
の
保
険
証
、
全
員

　

分
の
国
民
健
康
保
険
証
、
各
種
医

　

療
費
受
給
者
証（
受
給
者
の
み
）

　

健
康
保
険
の

切
り
替
え
時
の

受
診
に
ご
注
意
を
！

均等割額は世帯の総所得金額等に応じて、７割・５割・２割の軽減措置があります。
６年度からは５割・２割の軽減判定所得基準が引き上げられ、対象となる世帯が拡大します。

保険年金課・☎⑳２１８４

区分 現行 ６・７年度

均等割額 43,200円 45,600円

所得割率 8.54%
8.84%

★１…8.54%

賦課
限度額

660,000円
800,000円

★２…730,000円

▷基礎控除後の総所得金額等が５８万円を　
　超えない方…★１

▷５年度末以前から同制度の被保険者と６年
　度中に障害認定により同制度の資格を取得
　する被保険者…★２

６
・

年
・

度
・

の
・

み
・

激変緩和措置があります

均等割額の軽減措置の拡大

後期高齢者医療保険制度の保険料と軽減措置
６年４月

からの

次の方は、

　保険料率は、被保険者や医療費の増加などに対応するため、２年に一度見直しが行わ
れます。６・７年度の保険料率などは次のとおりです。

※後期高齢者医療被保険者の資格を取得する前日まで被用者保険の被扶養者の方は、保険料が軽減されます。


